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「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン 
 

千葉労働局（局長 小山 英夫）では、新入学生の多くがアルバイトを始める時期である

４月１日から７月末まで「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンを実施します。 

 

＜実施事項＞ 

１．大学等への出張相談等 

県内の大学・短大・専門学校（以下、「大学等」）や大学生協からの依頼に応じ、出張相談・

リモート相談に対応します。 

 

２．総合労働相談コーナーへの「若者相談コーナー」の設置 

トラブル発生時の相談先として、総合労働相談コーナー（最寄りの労働基準監督署や労働局）

に上記期間設置する「若者相談コーナー」で重点的に対応します。また、行政機関が閉庁する平

日夜間・土日祝日については、無料で電話相談できる「労働条件相談ほっとライン」 

(0120-811-610)の利用を勧奨します。 

 

３．周知・啓発の実施 

本キャンペーンの趣旨について、労働局ホームページや広報誌等への掲載により周知を行いま

す。 

また、学生向けの労働法講義の機会を通じ、労働関係法令の知識について、クイズを通して学

習することができるスマートフォンアプリ「労働条件（ＲＪ） パトロール！」や、ｅ-ラーニン

グ教材「e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法～Let's study labor law～」等の厚

生労働省サイトでの学習を勧奨します。 

 

４．学生等に対するリーフレットの配布 

大学等への出張相談時や学生が若者相談コーナーを利用した際などにリーフレット（別添２）

を配布します。 

 

５．事業主等に対するリーフレットの配布 

別添３のリーフレットを、各労働基準監督署において集団指導や監督指導等を実施する際に、

学生アルバイトを雇用する事業主へ配布します。 

 

別添１ 若者相談コーナーの看板（各総合労働相談コーナー内に設置） 

別添２ リーフレット「学生のみなさんへ「おかしい」と思ったらまず相談！」 

別添３ リーフレット「事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう！」 
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若者相談コーナー

●●労働基準監督署 総合労働相談コーナー

別添１

千葉労働局ではご要望に応じて、大学等への出張相談も実施しています。
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